
入 札 番 号 広施4

発 注 業 種 物品・役務（委託業務）

件 名 リサイクルプラザ不燃物残さ（プラスチック残さ）収集運搬業務

業 務 場 所 鳥取県西伯郡伯耆町口別所630番地　リサイクルプラザ

入 札 方 式 郵便による入札

１　業務内容

２　不燃残さの発生予測量

３　不燃残さの運搬頻度

４　契約方法

　収集運搬台数１台あたりの単価契約とする。

仕 様 書 等 組合ホームページに掲載しております。

契 約 期 間 令和5年4月1日～令和6年3月31日

入札保証及び契約保証 免除

入 札 参 加 申 込 期 間 令和5年3月1日～令和5年3月6日（午後4時まで）

入 札 参 加 申 込 場 所 鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課　FAX:0859-56-3203

①組合を組織する市町村（米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日
南町、日野町、江府町）のいずれかで、発注業種（物品・役務）に係る指名競争入札
に参加する資格を有すること。

②鳥取県西部広域行政管理組合指名競争入札参加資格者停止措置要領の規定に基づく
指名停止措置を受けていないこと。

③鳥取県西部広域行政管理組合の構成市町村から、一般廃棄物収集運搬許可を受けて
いること。

④過去５年以内に、自治体が発注する不燃ごみの運搬業務の受注実績があること。

⑤荷台容量１４㎥から２０㎥（長さ 4,800mm（内寸）以上×巾 2,200mm（内寸）以上
×深さ 1,200mm以上で車両の最大高さは 3,800 mm 以下とする。）の８トンから１０
トン車を２台以上確保できること。

（提出時間：期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前9時から正午まで及
び午後1時から午後4時まで）

　上記Ⅰ～Ⅲの書類をファクシミリで送信すること。

入 札 参 加 条 件 及 び
参加申込時提出書類

【入札参加条件】

【入札参加申込時提出書類】

　Ⅰ 入札参加申込書

　Ⅱ 入札参加条件③を満たすことを証する書類（許可書の写し等）

　Ⅲ 入札参加条件④を満たすことを証する書類（実績を記載した書類等）

発注表（物品・役務）

案 件 概 要

　リサイクルプラザから発生する不燃物残さ（プラスチック残さ）（以下「不燃残
さ」という。）を収集し、指定された場所に運搬する業務。

　不燃残さの収集運搬量は、リサイクルプラザにおける年間発生量の約半分を運搬
することとし、収集運搬予定台数は、年間約４２８台（積載容量約１４㎥／１台）
を予定している。ただし、予定台数は不燃ごみ等の搬入状況及びリサイクルプラザ
の運転状況により増減する場合があり、必ずしもその量を保証するものではない。
  なお、施設のトラブル等によりリサイクルプラザ又は運搬先の施設が稼働停止す
るなど、収集運搬物の搬出・搬入を行なうことができない場合や、積載物がない場
合において、貴社の車両が既に収集運搬の準備を完了し、待機している状態であっ
たとしても、運搬実績がない場合は収集運搬台数には含めないので注意すること。

  （１）収集運搬日は、リサイクルプラザが不燃ごみの処理のため稼働する日とし、収
      集運搬日１日あたり２回から４回の運搬を予定している。

  （２）収集運搬日数は、リサイクルプラザ稼働日のうち、補修等による稼働停止日を
      除いた年間約１８９日を想定している。（令和３年度実績）



質 問 受 付 期 間 令和5年3月1日～令和5年3月8日（正午まで）

質 問 受 付 場 所 鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課　FAX:0859-56-3203

質 問 回 答 日 令和5年3月9日

入 札 書 差 出 期 間 令和5年3月7日～令和5年3月13日

配 達 指 定 日 令和5年3月16日

入 （ 開 ） 札 日 令和5年3月17日　　第１回：午前9時10分　　第2回：午後1時10分　　第3回：午後3時40分

入 （ 開 ） 札 場 所

入 札 書 等 関 係 様 式

・入札へ参加を希望される方は、ホームページに掲載している「組合参加希望型指名競争入
札実施要領」、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた入札手続きの変更につ
いて」を必ず熟読ください。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは
暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者は入札に参加ができません。

※

・入札参加申込期限内に参加申込書をファクシミリ送信しないと入札に参加できま
せん。

入札書、郵便入札用封筒及び辞退届は仕様書とあわせて掲載している様式をご使用くださ
い。
参加申込書及び質問書は組合ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・様式集からダウンロードしてご使用ください。

・ ※入札書を郵送する際は、配達日指定郵便、かつ、特定記録郵便、簡易書留又
は一般書留のいずれかの手続を郵便局で行うこと。

注 意 事 項 等

鳥取県米子市淀江町西原1129番地1　米子市淀江支所2階　第3会議室


